
国の対応体制

 伊方町において震度５弱以上の地震の発生を認知した場合（警戒事態の前段階から）、原子力規制庁及び内閣府(原子力防災担当)の職員が参
集し、愛媛県ｵﾌｻｲﾄｾﾝﾀｰ（OFC）及び原子力規制庁緊急時対応ｾﾝﾀｰ（ERC）に原子力規制委員会・内閣府合同情報連絡室を立ち上げ、情報収集
活動を開始。

 警戒事態となった場合、原子力規制委員会・内閣府原子力事故合同警戒本部を設置し、現地への要員搬送や緊急時ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞの準備を開始。
 施設敷地緊急事態となった場合、原子力規制委員会・内閣府原子力事故合同対策本部の設置及び関係省庁事故対策連絡会議を開催し対応。ま

た、内閣府副大臣及び国の職員を現地ｵﾌｻｲﾄｾﾝﾀｰ等へ派遣。
 全面緊急事態となった場合、原子力災害対策本部及び原子力災害現地対策本部を設置するとともに、国・県・市町等のﾒﾝﾊﾞｰからなる合同対策

協議会を開催し、相互協力のための調整を行いつつ対応。
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原子力事業者 愛媛県ｵﾌｻｲﾄｾﾝﾀｰ（西予市）

住民

関係市町

防護措置の指示
住民広報
避難誘導 等

関係県
現地本部

緊急時ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞｾﾝﾀｰ

関係市町
連絡員

・異常事態の通報義務
・要員派遣 緊急事態応急対策活動

原子力災害現地対策本部
本部長：内閣府副大臣

関係省庁要員が緊急時に参集

原子力災害対策本部
本部長：内閣総理大臣

副本部長：内閣官房長官、原子力防災担当大臣、
原子力規制委員会委員長 他

合同対策協議会により、必要な情報共有と応急対策を実施

関係県
災害対策本部

被災者の
救援等の支援

要請

・住民広報や避難計画に基づ
き避難・屋内退避等を実施

○実動組織（警察、消防、海保庁、自衛隊）
○指定公共機関（国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 等）

せい よ し

い かた ちょう

合同対策協議会
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 施設敷地緊急事態発生の通報後、あらかじめ定められた100人程度の国の職員等を愛媛県ｵﾌｻｲﾄ
ｾﾝﾀｰ及び各県に派遣。併せて必要な資機材の緊急搬送を実施。

 その後、状況に応じて追加要員及び資機材の緊急搬送を実施。

国の職員・資機材等の緊急搬送

緊急輸送関係省庁
（警察庁、消防庁、国土交通省、

海上保安庁、防衛省）

必要に応じ輸送支援を依頼

輸送支援

事故対策本部 国の職員
必要な資機材 等

ｵﾌｻｲﾄｾﾝﾀｰ等

①環境省・内閣府～入間基地
輸送車両の先導
（警察）約1時間

いるま

ｵﾌｻｲﾄｾﾝﾀｰへの派遣（自衛隊、警察による輸送支援の一例）

環境省・内閣府～入間基地～松山空港～愛媛県ｵﾌｻｲﾄｾﾝﾀｰ
※平成27年度原子力総合防災訓練の想定を参考

愛媛県庁
山口県庁

③松山空港～愛媛県ｵﾌｻｲﾄｾﾝﾀｰ
ﾍﾘ（自衛隊）約20分

②入間基地～松山空港
輸送機（自衛隊）約1.5時間

いるま

愛媛県ｵﾌｻｲﾄｾﾝﾀｰ

＜具体的な移動及び輸送支援のｽｷｰﾑ＞

まつやま

まつやま

まつやまいるま



PAZ

UPZ

ｵﾌｻｲﾄｾﾝﾀｰの放射線防護対策・電源対策

 愛媛県ｵﾌｻｲﾄｾﾝﾀｰは、免震構造、鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造4階建ての構造になっている。
 放射線防護対策

・放射線防護対策（換気設備・ﾌｨﾙﾀ設置、窓枠の二重化等の気密性向上等）を実施済み。
 電源対策

・無停電電源装置、自家用発電機を設置（7日間分の電源を確保）。自家用発電機の燃料不足時に
は、電源車用電源受け口より、四国電力が用意する電源車で継続して電源を供給。

15

伊方発電所の代替ｵﾌｻｲﾄｾﾝﾀｰ

○愛媛県庁（松山市）：約57㎞

（自家用発電機により、3日間稼働）

○砥部町文化会館（砥部町）：約53㎞
（自家用発電機により、3日間稼働）

※距離はいずれも発電所からの直線距離

仮にｵﾌｻｲﾄｾﾝﾀｰが機能不全に陥った場合でも、
代替ｵﾌｻｲﾄｾﾝﾀｰに移動し、対応可能。

愛媛県ｵﾌｻｲﾄｾﾝﾀｰ（西予市）
（発電所からの距離約24km）

い かた

まつ やま し

せい よ し

と べ ちょうと べ ちょう


